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 守口市立学校設置条例の一部を改正する条例を、次のように制定す

る。 
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記 

 



守口市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 守口市立学校設置条例（平成25年守口市条例第22号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第１条第２項の表守口市立東小学校の項及び守口市立大久保小学校

の項を削り、同表守口市立さつき小学校の項中「守口市文園町９番32

号」を「守口市春日町13番26号」に改め、同表に次のように加える。 

 守口市立よつば小学校 守口市大久保町５丁目３番48号   

 第２条第２項の表守口市立第三中学校の項を削り、同表に次のよう

に加える。 

 守口市立さつき中学校 守口市春日町13番26号   

 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 


